
静岡県告示第182号

漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定に基づき、稲生沢川非出資漁業協同組合（内共第４

号）第五種共同漁業権遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の規定に基づき次のとおり変更内容を告

示する。

令和４年３月15日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

１ 漁業権者の名称及び所在地

稲生沢川非出資漁業協同組合 下田市河内397-２

２ 漁業権の免許番号

内共第４号

３ 変更の内容

別表のとおり

４ 遊漁規則施行の日

令和４年３月７日



別表

稲生沢川非出資漁業協同組合遊漁規則の一部を次のように改正する。

別記様式を次のように改める。

(表)

Ｎｏ．

魚種

発行者

○

　稲生沢川非出資漁業協同組合

漁場監視員確認票

日　釣　遊　漁　証

年 月 日

(裏)
○



附 則

この規則は、令和４年３月７日から施行する。

(表)
（半額証） ○

Ｎｏ．

魚種

発行者

　稲生沢川非出資漁業協同組合

漁場監視員確認票

日　釣　遊　漁　証

年 月 日

(裏)
○


